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○国立研究開発法人水産研究・教育機構フェロー及び

水産大学校名誉教授取扱規程

平成２１年 ３月３０日付け２０水研本第１５８４号

改正 平成２３年 ４月 １日付け２３水研本第30401054号

改正 平成２７年 ４月 １日付け２６水研本第70325001号

改正 平成２８年 ４月 １日付け２８水機本第80401003号

改正 令和 ３年 ３月２９日付け ２水機本第20032301号

（目的）

第１条 この規程は、国立研究開発法人水産研究・教育機構（以下「機構」と

いう ）において、フェロー及び水産大学校名誉教授（以下「フェロー等」。

という ）の称号を授与する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めること。

を目的とする。

（称号を授与することができる場合）

第２条 フェロー等の称号は、機構（解散した独立行政法人さけ・ます資源管

理センター及び独立行政法人水産大学校を含む ）に勤務した者であって特。

に功績があり、理事会が認めた者に授与することができる。

（フェローの申請）

第３条 フェローの称号の授与を受けようとする者は、別紙様式１による申請

書及び経歴等を記載した任意の様式の履歴書を、最後に所属していた研究所

又は開発調査センターの長を経由して提出し、当該称号の授与の申請をする

ものとする。

２ 研究所又は開発調査センターの長は、前項の規定により申請書の提出があ

った場合には、当該申請書に別紙様式２による意見書を添えて理事長に提出

するものとする。

（水産大学校名誉教授の申請）

第４条 理事（水産大学校代表）は、水産大学校名誉教授（以下「名誉教授」

という ）の称号の授与に係る申請を行うときは、理事（水産大学校代表）。

が別途定める方法による審査を経た上で、別添様式３による申請書及び経歴

等を記載した任意の様式の履歴書を理事長に提出するものとする。

（授与の決定及び通知）

第５条 理事長は、第３条第１項又は第４条の規定により申請があった場合に

は、遅滞なく、フェロー等の称号を授与するかどうかを理事会を招集して決

定する。この場合において、授与することの決定は出席した理事長及び理事
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全員の同意を原則とする。

２ 理事長は、フェローの称号の授与に係る決定の内容について、申請書を提

出した研究所又は開発調査センターの長を経由して、申請者に通知するもの

とし、授与することを決定した場合は、理事長名で別紙様式４により称号授

与証書を交付する。

３ 理事長は、名誉教授の称号を授与することを決定した場合は、理事長名で

別紙様式５により称号授与証書を交付する。

（便宜の供与等）

第６条 フェロー等の称号を授与された者は、当該称号を名刺等に表記し、又

は当該称号を肩書きとして利用することができる。

２ フェロー等の称号を授与された者は、本人の希望に応じて次に掲げる便宜

の供与を機構から受けることができる。

(１) 図書等の利用

(２) 機構が主催する研究会等への主催者の許可を得てのオブザーバー参加

(３) 公表可能な情報の提供

(４) その他理事会が認めるもの

３ フェロー等の称号を授与された者は、図書等を利用する場合には、これら

に関わる諸規定等を遵守しなければならない。

（禁止行為）

第７条 フェロー等の称号を授与された者は、機構の信用を傷つけ、又は不名

誉となるような行為をしてはならない。

（称号の授与の取り消し）

、 、 、第８条 理事会は フェロー等の称号を授与された者が 機構の信用を傷つけ

又は不名誉となるような行為を行ったときは、その称号を取り消すことがで

きる。

（代理関係の欠缺及び損害に対する責任）

第９条 フェロー等の称号の授与は、いかなる意味においても、機構とフェロ

ー等の称号を授与された者との間に、代理関係又は表見代理関係の基礎とな

るべき法律関係を創設し、又は存在させたものではない。

（授与者の管理）

第１０条 総務部人事課において別紙様式６の称号授与者名簿を備え、フェロ

ー等の称号授与の状況を把握するものとする

附 則

この規程は、平成２１年３月３０日から施行する。
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附 則［平成２３年４月１日付け２３水研本第30401054号］

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則［平成２７年４月１日付け２６水研本第70325001号］

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則［平成２８年４月１日付け２８水機本第80401003号］

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則［令和３年３月２９日付け２水機本第20032301号］

この規程は、令和３年４月１日から施行する。



別紙様式１

申 請 書

年 月 日

国立研究開発法人

水産研究・教育機構理事長 殿

住 所

電 話 番 号

最終所属機関

氏 名

、 、私は 国立研究開発法人水産研究・教育機構フェローの称号の授与を受けたいので

履歴書を添えて申請いたします。

なお、称号を授与された後は、国立研究開発法人水産研究・教育機構の信用を傷つ

け、又は不名誉となるような行為はしないことを誓約いたします。



別紙様式２

年 月 日

意 見 書

国立研究開発法人

殿水産研究・教育機構理事長

所 属

氏 名

年 月 日付けで （申請者氏名） から申請のあった、国立研究開発法人、

ェローの称号の授与の申請につきまして、下記の通り意見を提出水産研究・教育機構フ

します。

記



別紙様式３

年 月 日

申 請 書

国立研究開発法人

水産研究・教育機構理事長 殿

国立研究開発法人

水産研究・教育機構理事（水産大学校代表）

国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校名誉教授の称号について、下記の

者に当該称号の授与を行うことを申請をします。

記

氏 名

申 請 理 由
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別 紙 様 式 ５

国

立 る 産 上 右 第

研 。 大 学 は

究 年 学 術 多

水 開 校 上 年 都 号

産 発 名 特 水 道

研 法 月 誉 に 産 府

究 人 教 功 大 県

・ 授 績 学 名

教 日 の が 校

育 称 あ に 氏

機 号 っ 勤

構 を た 務

理 授 の し

事 与 で 教

長 す 水 育 名



別紙様式６

国立研究開発法人水産研究・教育機構フェロー及び水産大学校名誉教授の称号授与者名簿

番号 授与者氏名 退職年度・生年月日 授与年月日 取消年月日 備考



（参 考）

国立研究開発法人 水産研究・教育機構

フェロー制度 フロー図

（退職者）申 請 者

④

申請書

履歴書 諾（授与証書、便宜）

① 否

最終所属機関の長

申請書・履歴書 ③

意見書

諾（授与証書、便宜）

② 否

理事長

理 事 会


